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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

平
成
２４
年
度
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事

業
を
実
施
し
ま
し
た

　
財
団
法
人
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
で
は
、

宝
く
じ
の
普
及
広
報
事
業
と
し
て
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
促
進
と
健
全
な
発
展

が
図
ら
れ
る
よ
う
助
成
を
行
っ
て
い
ま

す
。

【
川
奥
地
区
】

お
神
輿
を
購
入
し
ま
し
た

　
地
元
住
民
に
よ
っ
て
代
々
継
承
し
て

き
た
祭
り
を
、
今
後
も
引
き
続
き
開
催

で
き
る
よ
う
に
、
必
要
な
備
品
を
購
入

し
ま
し
た
。

　
秋
ま
つ
り
で
は
約

４０
年
ぶ
り
に
地
域

を
お
神
輿
が
回
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
参

加
者
も
多
く
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

総
務
課 

企
画
振
興
係

蕁
４
３
―
２
１
７
７（
直
通
）

◆
還
付
金
詐
欺
に
注
意
！

　
電
話
１
本
で
高
齢
者
か
ら
大
切
な
財

産
を
だ
ま
し
取
る
振
り
込
め
詐
欺
。

　
最
近
、
役
所
な
ど
の
公
的
機
関
職
員

を
か
た
り
、
医
療
費
の
還
付
金
が
あ
る

な
ど
と
偽
り
、
還
付
に
必
要
な
手
続
き

を
装
っ
て
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
操
作
さ
せ
て
送
金

さ
せ
る
手
口
が
再
び
頻
発
し
て
い
ま
す
。

◆
還
付
金
詐
欺
の
手
口（
例
）

　
公
的
機
関
の
職
員
を
装
う
犯
人
か
ら
、

「
医
療
費
の
払
い
戻
し
が
あ
り
ま
す
。

今
日
中
に
手
続
き
が
必
要
で
す
」「
Ａ

Ｔ
Ｍ
か
ら
簡
単
に
手
続
き
で
き
ま
す
。

通
帳（
カ
ー
ド
）を
持
っ
て
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
着

い
た
ら
、
社
会
保
険
事
務
所
へ
携
帯
電

話
か
ら
電
話
し
て
く
だ
さ
い
」
と
自
宅

の
電
話
に
電
話
が
あ
り
ま
す
。
教
え
ら

れ
た
番
号
に
電
話
す
る
と
…
。

 
社
会
保
険
事
務
所
職
員
を
装
う
犯
人

が
電
話
に
出
て
、「
こ
ち
ら
の
言
う
と

お
り
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
操
作
し
て
く
だ
さ
い
。」

と
指
示
さ
れ
、
言
わ
れ
る
ま
ま
操
作
す

る
と
、
知
ら
ぬ
間
に
他
人
の
口
座
に
送

金
し
て
し
ま
い
ま
す
。

◆
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に

◎
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
簡
単
に
戻
る
還
付
金
は
存

在
し
ま
せ
ん
。
電
話
で
の
お
金
の
話

は
要
注
意
で
す
！

◎
公
的
機
関（
役
所
、
警
察
署
な
ど
）が
、

暗
証
番
号
や
預
金
額
な
ど
を
電
話
で

尋
ね
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
！

◎
電
話
や
郵
便
物
な
ど
で
、
高
額
の
現

金
を
相
手
の
預
金
口
座
に
「
振
り
込

め
」
と
言
わ
れ
て
も
、
言
わ
れ
る
ま

ま
に
振
り
込
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
！

 
携
帯
電
話
で
通
話
し
な
が
ら
Ａ
Ｔ
Ｍ

を
操
作
し
て
い
る
人
が
い
た
ら
、
声
を

か
け
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

 
四
万
十
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

蕁
３
４
―
６
３
０
１（
直
通
）

 
本
庁 

産
業
推
進
室 
商
工
観
光
係

蕁
４
３
―
２
１
１
３（
直
通
）

四
万
十
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
便
り

川奥地区では、老朽化したお神輿
の買い換えを行いました。

宝くじは、広く社会に
役立てられています。

平成24年工業統計調査を実施します

○お問い合わせ　本庁 総務課 企画振興係　蕁43ー2177（直通）

▼平成24年工業統計調査は、従業員4人以上のすべての製造事業所を対象に、
12月31日時点で実施します。▼工業統計調査は、我が国における工業の実態
を明らかにすることを目的とする政府の重要な調査で、統計法に基づく報告義務のある基幹統
計調査です。▼調査の結果は中小企業施策や地域振興など、国および地域行政施策のための基
礎資料として利活用されます。▼調査票にご記入いただいた内容は、統計作成の目的以外（税
の資料など）に使用することは絶対にありません。▼調査の趣旨・必要性をご理解いただき、
ご回答をよろしくお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　【経済産業省・高知県・黒潮町】


